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て

財

国

に

組

入

れ

i1
'?､

ら

で

あ

る
｡

是

.
i

こ

於

て

が

第

三

者

は

茸

雀

財

国

中

に

み

ろ

自

己

所

有

の

財

産

み

或

は

所

有

稽

_こ
基

-

物

的

請

求

権

にこ

依

り

叉

に

寄

託
､

委

任
､

請

負

若

く

ほ

賃

貸

借

の

関

係

暮こ

基

く

人

的

請

求

憎

にニ

依
り

其

取

戻

な

請

求

す

ろ

こ

と

が

出

来

る

ヽ

､

ヽ

の

で

あ

る
｡

第

三

者

の

斯

く

の

如

き

桟

利

和

破

産

弦

上

牧

炭

焼

と

云

ふ

の

で

み

ろ
｡

我

破

産

法

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

にェ

第

八

七

傑

以

下

に

之

れ

在

定

ゆ

て

居

ろ
O

取

戻

権

の

帝

徴

rHJ

債

啓

者

の

財

産

_こ

基

Pp

す

し
て

充

iL
T

=

と

な

経

ろ

給

付

な

目

的

と

す

る

請

求

韓

で

あ

る
｡

従

っ

て

破

産

債

権

で

は

な

い
｡

(
檎

拙

者

破

産

の

部

二

八

二

貰

以

下

婁

照
)

0

(
註

二
)

V
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,
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o
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u
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"
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a
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ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

債

務

者

の

作

霧

(T
h

un
'ff
and
l

un
g)
中

略

鯛

的

著

-

托

有
形

的

の
勢

啓

白

硯

な

給

付

の

目

的

と

港

す

ヽ

ヽ

債

権
(
所
誌
的
単

純

作

馬

を

目
的

と

す

る

も

の
し例

へ
ば

教

授

者

く

け

演

技

在

籍

さ

し

む

為

と

kp
叉

は

ヽ

ヽ

ヽ

労

働

に

服

せ

し

む

ろ

と

.p
の

行

為

自

鰹

を

日

的

す

る

債

権
'

叉

は

不

作

籍

(
U
n
terlassung
)
自

髄

qA,

目

的

と

す

る

頂

槽
(
例

へ

ば
競

零

的

督

業

な

清

さ

ね

と

B
､

隣

地

_ニ

家

屋

な

建

設

ぜ

ね

と

PP､

り

義

欝

か

目

的

と

す

る

も

の
)
で

も

其

作

弟

若

く

に

不

作

鳥

目

既

を

評

慣

し
て

破

産

僚

機

と

楚

す

こ

と

破
慶
僚
椎
の
意
義
な
飴
や

(
こ

l
)

こ

l
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こ
こ
)

こ

こ

な

待

る

も

の

な

る

旨

在

室

汲

す

る

も

り

も

あ

る

も
(
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o
tiv
e
l.
B
d
,
l
･

S.
390･
lW
o
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ll.
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,

2
9
0.
P
e
terBen･

K
le
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切.
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W
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u
h
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S.
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W
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e
r･G
iin
th
el
S
･
14
7
,
猫

泡

に

於

て

拭

斯

る

祝

を

嶋

ふ

る

も
の

多

L
)嘗

ら
な
い
(後

述

参
照
)0

(註

三
)

憤

櫓

の

目

的

が

金

銭

の

給

付

に

ち

ら

ざ

る

と

音

叉

に

金

銭

の

給

付

で

も

其

翁

が

不

確

定

な

る

と

き

に

破

藍

宣

告

笛

時

..i
於

げ

ろ

評

償

鶴

な

似

て

破

産

僚

機

の

嶺

と

L

之

れ

ね

届

出

で

れ

ば

な

ら

ぬ
(破

二

二

傑
P
T
二

一
八

傑

-
項
㌔

憤

磯

の

目

的

が

外

囲

り

通

貸

な

以

て

定

ゆ

た

る

も

の

叱

る

ヽ

ヽ

､

ヽ

ヽ

と

き

-,
亦

同

じ

で

あ

る
(
同

上
).

憤

慨

の

評

侶

と

に

請

求

横

の

整

形

し

た

る

も

の

.1

あ

ら

ざ

る

は

勿

論

視

胃

賠

償

請

求

橋

で

も

rtiS
い

｡

倍

憶

.?

.
目

的

が

外

国

の

通

畳

な

る

場

食

.1

於

て

=

れ

な

破

魔

手

綾

上

に

依

り

減

足

な

絡

ん
と

欲

ぜ

tで
債

機

番

に

共

通

釜

谷

邦

貨

.1こ

換

算

す

る

=

と

な

賓

す

る
｡

若

し

顧

慮

手

渡

JA

放

血

rJ
れ

㌣

な
ら

ば
(
敬

三

五

三

傑
)艇

種

者

に

評

慣

せ

ぎ

り

し

元

の

内

容

を

有

す

る

倍

機

Y･!'
債

務

者

自

易

者

-

托

共

同

億

番

者

㌣

る

第

三

者
(
例

へ
ば

保

詑

人
)
に

射

し

請

求

ヽ

ヽ

す

る

こ

と
.か

出

衆

る
｡

然

し

許

慣

嶺

が

一
旦

億

櫨

未

に

記

哉

さ

れ

れ

ば

其

記
我
に

破

産

債

権

者

ヽ

ヽ
ヽ

ヽ

の

全

員

_ニ
勤
し
確

定

判

決

と

同

-
の

数

力

を

有

す

る

に

至

る

の

で

み

ろ

'p

ら
(破

二

日

二

煤
､
二

八

七

傑
'
三

二

八

僚
J

今

後

破

産

手

繰

が

歴

止

さ

れ

て

･J
債

横

着

も

債

券

者

も

l
方

的

_ニ

請

求

憾

む

評

侶

ぜ

ざ

T

L

元

の

内

容

に

復

錆

t)
L

む

ろ

=

と

は

出

究

q
(
J
a
e
g

er
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o
u
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jrsrech
t
S
35
N
o
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｡
嶺

叉

は

存

績

期

間

の

砥

足

せ

ざ

る

定

期

金

債

権

の

消

求

稽
(
例

へ
げ

離

婚

の

際

妻

に

封

L

再

婚

す

る

ま

で

生

存

中

年

金

私

輿

ふ

ろ

と

的

す

る

が

如

き
)は

破

産

法

二

十

傑

.に
,
雀

ひ

之

れ

私

評

慣

ぜ

わ

け

九

･E
･･
わ
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ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

燭

逸

_こ
放

て

は

貨

幣

慣

格

り
下
落

に
基

-

不

公

平

な

除

去

せ

ん

'b
感

吟

に
破

産

接

止

の
債

榛

の

評

償

_二
閲

し
昨

一
九

二
四

年

二
月

十

四

日

に

愈

令

を

馨

し
ii
の
で

あ

る
.

ヽ

､
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ

ヽ
ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

〓'
破
産

債
椎

は
財

産

腰
請

求
桂

た

る
こ

と
を
要

す

る

の
で
.

従

っ
て
こ
)純
然

た

る
親
族

法

上

の
濯

利

は
破
産

債

権

売
る
こ

と
を

得
な

い
｡

例

へ
ぼ
婚
姻

の
取
滑

樺
若

-

紘
離

婚

請
求
権
又

は
私

生
児

認
知

の
講

求
硬

の
細
き

は
然

り

で
あ

る
｡

i
J
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.
三

に
什

て

は
議
論

の
存

す

る
所

で
あ

る

(誌

こ
o

rコ
ー
ラ
⊥
教

授

の
如
き

は
r親
族
魔

係

に
基

-
攻

養

請

求

倍

は
資

産

を
考
覆

し
た

る
人

と
人

と
の
親

族
的

開
係

に
因

る
親
族
法

上

の
姥

利

に
し

て
低
値
法

上

の
腰
利

に
あ

ら

ず｡
従

っ
て
扶
養
義
務

は
扶

養
義
務

者

の
肇

産

を
有

す

る
場

合

に
於

て
其

資
産

の
程
度

に
於

て
の
み
存

す
ヽ

ヽ

る
も

の
で
あ

る
｡

然

る

に
扶

養
義
務

者

が
破

産

す
れ
ば
義
務

者

に
貸
産

が
な
-

な

る

の
で
'

従

っ
て
扶

養

ヽ

､
ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ
ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

､

ヽ
ヽ

請

求
腰

は
雷
然
消

滅

す

る

の
で
あ

る
と
至

張

し
(註
こ
)

且
普
通

時
代

の
誇

な

る
破

産

は
幼
年
者

を
羨

養

せ

ず
へC
oncur昌
S
nOn
iLli〓
nfantes)な
る
詞
を

引
用

し
て
扶
蓬
請

求
権

が
破
産
横

棒

と
な

る

こ
と
を
全
然
(破
産

宣

告
後

の
分

は
勿
論

其

以
前

の
も

の
,も
､

曳

宣

告
前

に
判

決

に
因
り

曜

定

せ
ら
れ

た

る
分
ま
で

も
蕃

認
す

る

の
で
あ

る

(琴
二
)｡

扶

養
請

求
樵

が
破
産

横

棒

と
な

る
屈

性

の
な

い
こ
と
が
同

数

没

の
云

ふ
が
如

-
正
常

な
り

と
す

る
も
'

教

授

の
主
張

す

る
が

如
き

理
由

の
み

を

以

て
其

属
性

を
否

認

し
得

る
も

の
で
あ

る
か
否

破
凌
債
憤
望
恩
義
私
論
ず

(
二
三
)

二
三
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四

や
は
大

に
疑
問

で
あ

る
｡
今

之
れ

を
質

す

に
伸
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は
場
合
を
分
ち

て
説

明
せ
ね
ば

な
ら

ぬ
.
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ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
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一)

猫
迭
普

通

法

時

代
にこ

於

て

に

撃

者

は

1
般
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r
我

蚤

義

務

者

が

破

産

す

れ

ば

共

義

務

は

消

滅

す
｣

と

嶋

へ
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m
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沓

破

産
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時
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に

於

て

も

大

に尊

び

の

あ

っ

た

所

で

或

者

に

前
記

の

如

-
義

啓

治

滅

読

む

主

漬

し

(
例
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試
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K
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張

し
た
(
例

へ

は

Zh
d
m
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o
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O
而

し

て

燭

逸

現

行

破

産

法
に

於

て

托

雷

法

改

正

の

隈

英

節

三

傑

第

二

項

と
し

て
凍

養
請

求

櫓

の

破

産

債

櫨

､と

た

る
や

香

や

な

規

定

し

た

の

で

爾

凍

共

等

論

な

少

く

L
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あ
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け
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養
請

求
塵
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扶
養

は
既

往
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遡

っ
て
之

れ
を
請
求

す
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こ

と
を
得

ざ

る
を
原
則

と
す
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.

蓋

し
扶
養

の
L義
務

は
扶
養
を
安
く

べ
き
者

が
自
己

の
資
産

又

は
労
務

に
依

っ
て
生
活

す

る
こ

と

縄

は
ざ

る
と
き

に

の
み
存

在
す

る
も

の
で
あ

っ
て
(民
九
五
九
傑
参
照
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扶
養
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利
者
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-
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必
要
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す
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限
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す
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左

れ
ば

扶

養
槍
利
者

が
扶
養
義
務

者

に
封

し

て
扶
養

の
請

求
を
威

さ
ず

し
て

或
期

間

を
経

過

し
た

と
き

は

其

間
縦

L

や
事

貰

上
機

俄

に
瀕

し
若

-

は
債
務

を
真

蛮

す

る

の
己
む

な

き
に
至

っ
て
屠

つ
た

に
も

せ

よ
其

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ

ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ
ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

鑑
過

せ
る
期

間
内

の
扶

壷

料

は
既
往

に
退

り
之

れ

を
請
求

す

る
こ

と
が
出
来

な

い
.

そ
れ
で
比
部

分

は
扶

ヽ

ヽ
ヽ

養
請

求
経

に
基

-
破

産

債
権

と
は

な

ら

な

い
(琴

一)｡

然

し
既

往

の
分

で
あ

つ
て
も
其
雷

時
扶
養
義

務

者

が

扶

養
棟

利

者

よ
り
請

求

を
受

け
て

遅
滞

に
僚

せ
ら

れ

た
も

の
な

ら
ぽ

こ

の
部

分

は
破
産
債
樺

と
な

る

の

で
あ

る
｡

蓋

し
扶

養
請
求
膳

は
臆

利
者

の

一
身

に
専

属
す

る
雄
利

(fr6chstpers6nliches
R
echt)
で
あ

っ
て

且

之

れ
を
地
業

す

る
を
得

ざ

る
は
勿
論

相
積

若

-

は
譲

渡

す

る

こ

と
を
得

な

い
も

の
で
は
あ
る
が
(鵬
凱
警

)
P

1
旦
之

れ

が
遅
滞

に
舟

せ

ら

れ

た

る
と
普

紘
其
延

港
の

那
分

紘

秦

乗
め

扶

香
請
求

硬
の

支､

分､
椿､
と
し
て

蔑

分
債

権
法

上

の
健
利

の
性

質

を

帯

有

す

る

に
至

る
か
ら

で
あ

る

(琴
二
､四
).

ヽ

ヽ

ヽ

第

三
*
(例

へ
ぼ
養

育
院
若

-

は
貧

人

政
商
院
)が
扶
養

権
利

者

に
封

し
過

去

に
於

て
扶
養

を
為

し
た

る
場

合

に
は
扶
養

請

求

硬

を

明

示
若

-

は
撃

が
に
譲

受

け

た

る
も

の
と
し

て
(畢

四

㍍

ZS
S
.傾

舶

馳

九
)､

又

は

扶
養
義
務

者

の
事

務

管

理

者

(願

凱

讐

)
と
し

て
其

請

求
健

を
破
産

圭

臥

す

る

こ
と
が
出

来

る
(即
ち
破

産

債

標

と
怒

る

の
で
あ

る
)
(鴇
五
)

J

而

し

て
第

三
者

が
扶
養
義
務

者

の
麓

め

に
扶
養

権
利

者

に
射

し
扶
養

義

務

を
履

行
し

た

る
範

囲

内

に
於

て

は
扶
養
樗

利
者

は
扶

養
董
務

者

に
射

し
過

去

に
於

け

る
扶
養

の
請
求

を
食

す

こ
と
を
得

ざ

る
は
勿

論

で

あ

る

(臨
六
).

破
産
僚
椎
の
意
義
梅
給
や

(
二
五
)

二
五
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Stau
d
in
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碧
ge
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u
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g
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A
n
m
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O
p
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B
lum
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∞
S
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17

(駈

二
)

J
a
e恥
cr
K
o
m
n1
.6
[4
te
A
畠

93
A
n
ut,
4
0,
8
ar
w

e
y
･B
o
ssest
S
･
5
I
(同
氏

は
過

去

_こ

於

げ

ろ

扶

養

請

求

憶

に

過

滞
･1こ

附
せ

ら

れ

i1

ろ

も

の

と

香

と

の

論

な

-

一
様

.1こ
破

産

憤

憶

と

な

ら

す

と

ま

臆

す
)
0

V
6

13e
rnd
or
rl

空
.
i
.∴

10
9
(
同

氏

に

過

去

11

於

け

る

故

養

請

求

梯

ー工

之

れ

な

遅

滞

_こ

肘

L

ii
あ

と

香

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

LL'

と

に

依

り

破

産

債

檀

と

な

る

と

香

と

.1こ

区

別

ヱ

｡

然
る
にこ
我
加
藤
博
士

講

義

七

八

頁

以

下

に

既

徒

の

扶

養

請

求

樺

に

一
般

に

破

産

債

椙

と

な

る

と

説

'p

る
｡

(慈

三
)

猫

逸

民

按

第

一
七

一

一
傑

しこ
は
｢洗

養

'̂
過

去

ノ

食

メ

ェ

請

求

ス

ル

TL

t

チ

終

ス
｣
と

あ

る

_

射

し

其

第

7

六

]

三

傑

に

は
｢義

務

者

力

過

淳

二

付

セ

ラ

レ

タ

ル

･L

キ

又

ハ
故

養

請

求

ノ

権

利

拘

束

下

ナ

F
l
タ

か

i
･
キ

ニ

ア

一フ

サ
レ

'̂
極

刑

者

't

過

去

二

付

テ

履

行

チ

請

求

γ

叉

♪

不

履

行

二

回

か

損

害

賠

償

チ

請

求

ス

ル

コ

ト
チ

得

ス
｣と

あ

る

_こ

依

っ

て

看

れ

ば

猫

逸

法

り

下

に

於

て

ii

過

去

に

於

け

る

我

貴

に

過

滞

.1こ

付

し

i1

る

以

上
はェ

扶

養

穂

別

者

に

之

れ

が

請

求

植

松

有

す

る

も

の

な

る

こ

と

疑

な

し
｡

我

国

に

於

て

も

亦

同

l
に

解

す

べ

し
(
牧

野

博

士

親

族

絃

五

六

四

貢

凄

照
)
0

遅

滞

に

付

せ

ら

れ

㌣

る

我

妾

の

請

求

権

拭

如

何

な

る

性

質

を

有

す

る

や

と

云

ふ

に

猫

逸

聾

者

の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

云

ふ

所

にこ

依

れ

ば

血

の

桟

利

け

法
定
の
挟
養
請
求
機(
固

有

の

我

養

請

求

機
)の

性

質

私

有

す

る

こ

と

勿

論

な

れ

.,,)
も

=

の

固

有

の

も

の

と

異

な

り

相

繰

着

く

托

地

変

し

得

ろ

も

の

な

り

と

説

明

す

る

S
tau
d
ir)g
er･E
n
g
e一m
am

aa
0
,,
O
p
et･B
tt]m
e
a
,
a
0
,

(荘

四
)

J

aege
r
a
a
O
,
V
a
Id
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.
rE
.
B
d
,
I.
S
,
)O
F
F,
S
tal]d
ir)g
e
r･E
n
g
ettn
a
n
n
a
a
O
;
O
p
et･B
lu
m
e
a
a
O
･
ほ

破

産

僚

機

祝

を

扱

る
.



然

る

に

S
arlVey･B
osse
rt
a
a
0
;
S
tigc
litz
佃
2
V

I
N
(
5
;

コ
己
1m
a
rJn
甥
.
6
3;
P

e
te
r
q
en･空
eirtren
er
S
te

Å
u
n
.
曲
始

A
T)m

l
V

z
t7

5
,

W
e
n
g!eF
Lq1
7t5
托

反

封

説

を

練

る
｡

(証

玉
ヽ
六
)
]

acg
e
r

a

a
〇

.

扶

養
章
務

は
扶
養
華
利
者

に
扶
養

を
受

-

る
必
要
あ

る
と
扶
養
叢
務

者

に
嚢

カ

の
春
す

る

こ
と
(旭
触
,五

仇

断
)
藁

獲

生

の
要
件

と
盛
す

こ

と
は
勿
論

で
は
あ

る
が
p

i'(〉hlel･
蒜

の
主

張
す

る
が
如
-
｢扶
養

請
求

桂

は
破
産

に
因

っ
て
直
ち

に
滑

液

し
､

従

っ
て
破
産
横

棒

と
な

る
も

の
に
あ
ら

ず

(P
(m
cilrSurS
nOn
a
lit

in
f･

antss)lJJ
7
股
に
論

断
す

る
こ
と
を
得
な

S
｡

蓋

し
破
産

者

は
破
産

に
因

っ
て
直
ち
に
自

己

の
財
産
(資

力
)を

失

ふ
も

の
に
は
あ
ら
ず

し
て
.

只
貫
に
其
管
理
及
び

長

倉
標

を
失

ふ
に
過
ぎ

な

.pJ

若

し
実

れ
破

産
者

が

破
産

に
掬

っ
て
財
産
を
失

ふ
も

の
と
せ
ぼ
(即

ち
財
産

の
快

芝
を
塞

た
す

も

の
と
せ
ぼ
)其
破
慶
事
塵

は
慶
止

せ
ら

る

べ
き
筈

で
あ

る

巌

紀

讐

一)｡

然

る
に
其
手
番

が
既
出
せ
ら

れ
ず

し

て
依
然
蔑

行

す

る

の
は
､

是

れ
即

ち
破
産
者

の
財
産
(従

っ
て
破
産
財
固
)が
胡
富

に
存

解

し
.

破
産
者

に
兼
営

な

る
資

力
あ

る
こ
と
を
欝

明
し

て
居

る
も

の
と
云

は
ね
ぼ
な
ら
ぬ
O

左

,e･
ぼ
扶
養
義
務

者

は
破
産
骨
左
内
に
依

っ
て
雷
然

糞
力
を
矢
か
.

従

っ
て
扶
養

請
求
腰

が
滑

渡

し
.

引

い
て
破
産
債
碓
を

も
産
生

せ
ぬ
も

の
な

り

と

7
椴

に
速
断
す

る
こ

と

能

は
ざ

る
か
ら

で
あ

る

(V

t
i
d
Ln邑

.
r
H

B
d
･
Ⅰ
･
S
L

0
8
ff

の

論

参

照
)0

線

養
請
求
経

費

の
過

去
に
於
け

る
扶

養
請
求
膳

が
破
産
債
藤

と
な

る
や
否

や
は

K
oh
ler

T
波

の
見
解

と
異
な
り
た

る
見
解

よ
-

し

て
考

察

せ
ね

破
産
倍
櫓
の
意
義
な
諭
す

(こ
セ
)

二
七
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四
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啓

発

一
浪

(
二
八
)

二
八

ば
な
ら

ぬ
｡

伐

て

余

は

IL..
h
ter
7
次

と
は
別
癌

の
理
由

を
以

て
前
記

の
如
-
過
去

に
於
け

る
扶

養
請
求

権

が
破

産
債
権

と
な
る
や
否

や
を
論

じ

た
次
第

で
あ

る
｡

ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

■
ヽ
ヽ
ヽ
･

(
ロ
)
賂
乗

に
向

て

の
扶

養
請

求
構

(誌
こ

｡

こ

の
請

求
標

は
破

産
低
標

と
な

ら
な

い
｡

何

と
な

れ
ば
後

に
説

明
す

る
が
如
-
破
産
債
柊

の

T
要
件

と
し
て
は
其

債
標

が
破
産

宣
告
富

時
畠

で

に
畿

塗

し
語

る

こ
と

を
要
す

る
も

の
-

(嚇

か
壷

に
拘

ら
ず
､

洛
乗

の
扶

豪
語
東
経

は
親
族
関
係

に
基

き
時

々
刻

-

肝

に

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
_

葛

生
す

る
も

の
で
あ

っ
て
p

EP

ち
破
産

宣
薯
以
後
に
於
て
蟹
生
す

る
新

な

る
檀
利

で
あ

る

の
で
､

破
産

債

権

の
覆

牡
要

件
を
具

備

し
な

い
か
ら
で
あ

る

(狂
11)
J

又

終
発

に
向

つ
て

の
扶

養
請

求
樵

は
静

養

に
於

け

る
或
事

項

の
葛

生
を

傑
件

と
す
る
停

止
傑
伴

僧
権
利

で
も
な

い
か
ら
燥
件

竹
破
産
債

権

で
も
な

い
畠

三
)0

終
盤

に
於
け

る
扶

養
請

求
標

が
破

産
債
樺

と
な
り
得
な

い
こ

と
を
説

明
す

る

の
方
法

と
し
て
過
去

の
扶

香
煙
が
破
産
債

権

と
な
り
得
な

い
事
由

と
同

7
理
由

を

引
用

す
る
も

の
が
あ

れ
ど

ら
(即

ち

K
oh
lel･
T
波

の

如
し
.

日
-
裁
巷
義
務

者
が
破

産
宣

告
を
受

け
無
資

力

と
な
り
た

る
が
故

に

Concui･払
諒

nOn
al
i
ニ

nf
'-
tes
な

り

と
)同

7
流

の
理
由

と
す

る
所

は
前
に
(エ

の
所

で
述

べ
た
如
く
正
常

で
な

S

の
で
あ

る
(即
ち
扶

養
董
務

賓

は
破

産

の
宣
告

を
受
け

て

も
恵

だ
資

力
握

っ
て
財
国

は
あ

る
)
(琵
四
)0

叉
扶

養
義
務
者

が
破
産
宣
告

を
受
け

れ
ば
資

力
の
快
芝

を
釆

た
す

と
の
事
由

と
扶
養

植
利

は
時

々
刻

々

生
ず

る
も

の
な
-

と

の
事
由

と

の
二
つ
を
以

て
破
産
宣
告

復
路
兼

に
向

つ
て
の
扶

養

請
求
権

は
破
産

債
樺



と
な

り

得

な
aS
と
説

明
す

る
畢
者

も
あ

れ
ど
も

(証
五
)
余

は

破
産
者

の
資

力
碇

っ
て
財

産

快

芝

の
事

由

は

終
発

の
扶
養

請
求
確

の
破
産

横

倍
不

適
歴

任
を
説

明

す

る

の
理
由

と
し

て
は
夏
雷

で
な

い
と
考

ふ
る

の
で

之

れ
を
捨

て
て
寧

ろ
後
者

の
事

由

を
揖

て
右

破
産

鏡

穐
不

適
雁

標

の
理
由

と
窺

し

た

い
の
で
あ

る
O

終
発

に
拘

っ
て

の
扶

養
請

求
槙

は
破
産
債

権

で
な

S

の
で
ー

此
請
求

腰

は
破
産

法
弟

十

六
俵
~

第

七

十

傑
及

び
第

三

二
六
煤
等

の
適
用

を
受

く

る

こ
と
が
な

S
.

従

っ
て
鞘
扶

養
権
利
者

破
産

者

が
破
産

宣
告

ヽ
ヽ
ヽ

後
其

営
利
能

力
著

-

は
英

機

の
方
法
(例

へ
ぼ
棚
番
若

-

は
受
贈
)に
封
り

取

得

し
た

る
新
財
産

(N
eue
V
erm
?

gen)に
勤

し
破
産

手
段

中

第

七
十
傑

の
規

定

に
蹄
係

な
-

し

て
親

行
す

る
こ

と
を
得

る
の
み
な
ら
ず
?

破

産

者
が
破

産

放
第

百
九

十

二
傑
及

び
弟

百

九
十

四
燦

に
従

ひ

破
産
管

財

人
若

-

は
債
徒
者
集

合

よ
り
給

伸

/
-

'
'
'

せ
ら

れ
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者

の
破

産
宣
尊
前
民
蕃
訴

訟
法
第

七
百

三
十
三
蔭

に
依
り
裁

判
所

の
登
用
確

定
決
定
を

得

る

の
必
要

は
な

い

(設
こ
)0

p
Jr
P

I
r-J

債
務

者

の
行
馬

が
破

産
宣
告

筏

に
履

行
せ
ら

る

べ
き
も

の
な

る
と
き
は
英

行
笈

の
履

行
期

限

は
破
産

法

第

十
七
健

の
適
用

を
受
け

な

い
の
で
~

従

っ
て
履

行
期

限

到
漉

せ

る
も

の
と
看
倣

さ

る
る
こ
と
を
得
な

い

ヽ
ヽ

ノ寧

か
ら

.

破
産
宣
告

筏

に
履

行
す

べ
き
破

産
者

の
作
盛

に
付
て

は
債
権
者

は
第

三
者

と
し
て

代

っ
て
盛

さ
し

む

る

の
登
用
を
濠

め
破

産

債
権

と
し
て
請

求

す

る
こ

と
を
得
な

い
(註
三
)｡

然

る
に
此
鮎

に
傭
き
W
iim
o宏
kil

破
産
倍
憾
望
恩
義
私
論
ず

E
"≡
)

三
三
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四
)

三
内

O

C)

R
u
rtbaum
は
債
務

者

の
作
馬

の
履

行
観

が

破
産

宣
告

後

に

あ
る
場

合

で

あ

つ
て
も
債
横

着

は
債
務

者

の
破

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
p
､
ヽ

産

に

勤

し
費
用

を

侯

伴
食

破
産
債

権
(債
務

者

が

目
的

た

る
作
麓

を
麓

き

ぬ
と
云

ふ
事
葦
を

傑
件

と
す
)と
し

て
請

求

す

る

と
と

を
得

る
旨

を
主
張

す

れ

r7J
も

(醍
四
)
此
主

張

は

J
aeg
er
教

授
の
駁

す

る
が

如
-

正
常

で

な

い

(旺
五
)｡

蓋

し

W
氏

の
所

謂

健

件

は
債
務

者

の
行
盛

を
威

さ

ぬ
と

の
意

思
で
あ

っ
て
.

即

ち

供
件

の

ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

成

就

肢
債
務

者

の
意

思

(B
elieb
en
)
に
繁

る
も

の
で
あ

る

の
で
'

斬

る
僚
件
附

等
賓

紘
法
律

上
異

教

カ

を
盤

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ

ぜ

ざ

る
も

の
と
詔
む

べ
き

の
み
な

ら
ず
(民

二

二
四
傑
準
用
)物

件

の
引
渡

を
目
的

と
す

る
俵
種

は
接
辞

者

の

債
務

の
不
履

行
を

,3

て
僕
件

と
す

る
破
産

債
権

と
は
な

ら

な

い

の
で
あ

る

か
ら
､

軍
縮
僅

畢

代

替

行
蚤

を

目
的

と
す

る
債
権

も
亦
之

れ

と
等

し

く

債
務

者

の
不
履

行

を
以

て
傑
僻

と
す

る
破
産

債

樺

と
な
ら

ぬ

べ
き

で
あ

る
｡

ヽ

(鞍

1
)
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r
w
ey
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oBSe
rt
B
,
8
5

抹

明

に
破

産

監

督

前

.iこ

於

け

る
宥

霧

の

不
履

行

.i

骨

て

ゆ
染

凋

み

破

産

債

権

な

り

と
鳥

す
o

W
o
誌

K
o
m
m
,
2
te
Au
f).
Ⅶ･夢

加

藤

博

士

講

義

七

掬

寛

も

開

設

怒

り

と
考

ふ
¢
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二
)

J
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内
o
m

m
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恥
3
A

n

m
･
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B
d
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.
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B
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a
a
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o
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…

0
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鈴

る

1

0
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r
G
r
n
n
d
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r
Jq
e

I,

S.
13
7に
濃

訴

七

三

三

傑

に

依

り

数

列

所
の
決

定

も

要

す
と

主

張

す
｡

(瞥

三
)

.蕗

1

.1こ
抱

け

た

る
畢

訊

ね

着

れ

ば

本

文

記

載

の
意

見

と

同

一
な

る

こ

と

明

な

る

べ

L
｡

(旺

四
)

W
ilE
OuSkiIK
u
rtbaum
由
S

A
rl芦

4
m.49
,

(飴

玉
)

Jaege
r

4[

6te
A
u

P
軸

3
A
n
芦

l

l.
敬
,
iO8
同

教

授

は

債

横

着

が

敬

用

船

破

産

僚

機

表

し

て

願

出

づ



こ

る

こ
と

な

終

る

鎗
食

に

債

務

者

の

行

笹

の
履

行

期

が

破

産

寛

骨

酌
に

み

ろ

鼻

食

な

り

や

密

や

か

明

言

せ
ず

と

経

も

同

数

控

の

着

筆
‥註

樗

書
)第

一
駁
二

九

九

九

年

出

版
)
lq
.
45
A

n
m
.
8

に

に

倍

静

○

者

の

行

偽

.針
破

産

宣

骨

稜

履

行

遅

滞

.1

付

せ

ぜ
ら
.

れ

㍗

ろ

も

の
で

も

英

費

用

は

破

産

倍

増

i1
ろ

こ

と

み

得

ろ
旨

を

説

明

し

居

る

に

拘

ら

ず

四
.

五

駿

の
新

版

に

は

之

れ

が

沈

駅

を

守

り

且

椿

に

W
itm
ouski･IITu
rlbau
m
の

所

謂

僚

倖

読

み

駁

し

て

居

る

鮎

よ

り

推

考

す

れ

ば

教

授

の

新

版

に

於

げ

ろ

○

説

明

は

債

券

者

の

行

馬

の

履

行

期

が

破

産

宣

告

前
に
在

る

鼻

合

の

も

の

の

み

にこ

関

す

る

も

り

と

恩

_了

る
｡

若

し
香

ら

ず

し

て

同

教

授

の

新

版

.り
説

明

が

債

夢

者

の

行

鳥

の
履

行

期

が

破

産

監

督

｢I後

に

め

る

も

の

句

意

療

な

ら

ば

教

授

の

説

は

認

諾

で

あ

る
O

)P

'
ヽ

ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
l

ヽ
ヽ
r-
,

ヽ
ヽ

ヽ

ヽ

f'
J

'
^

′旦
P
債

務

者

の
作

盛

を

目
的

と
す

る
債

務

中

の
不

代

替

行
悠

&

即

ち
任
務

者

の
み
履

行

p3
鐸

'-!
き

も

の

p

'
ヽ
ヽ
_

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
t

ヽ
L_
'
ヽ

P
.I

に

し

て
.

第

三
者

の
代

り

て
履

行

す

る

こ

と
を

得

ず

且
債

務

者

の
資

産

よ

り

取

立

つ
る
を

得

ざ

る

行

悠
(例

へ
ば
袷

蒜

を
描

か

し

め
p

演

劇

を

展

さ
し

め
.

常

術

を

行

路
し

め
.

美

術

的

彫

刻

を

篤

さ

し

め
､

報

告

を

篤

さ

し

め
.

叉

は
計

算

書

を

提

出

せ

し

む

る
等

の
債

準

を
目

的

と

す

る
債

鰭

は
破

産

債

漕

と

な

る

こ

と

を

得

な

い

o

此
等

の
倍

椎

は
専

ら

債
務

者

の
意

思

の
み

に

伐

っ
て
履

行

せ

ら

る

る
､も

の
で

あ

り
､

且

濁

り

民

訴

第

七

三

四

傑
(璃

民
訴

八

八

八

燥
)に
倣

っ
て
間

接
堀

割

を
笈

す

こ

と

を

得

る

も

の

で

あ

る

の
で
破

産

横

棒

と
盛

る

こ

と

を
得

な

い

(証

こ
｡

左

れ

ぼ

斯

る

行
盛

の
履

行

を

求

む

る
訴

訟

が

破

産

宣

告

暫

時

裁

判

所

に

繋

属

し

屠

つ
丁
右

其

訴

訟

は
中

断

し

な

い

義

郎

か

幣

の
で
p

其

受
昭

を
破
産

管

財

人

に
求

む

る
こ

と

は

破
産
億
棒
の
意
義
を
弘的
す

(三
五
)

三
五
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出
来
な

い

(註
ニ
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J
兵
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4
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畠
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加

藤
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講

義
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五

貫
ー

然

る
に

A
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W
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Ⅵ.

18
7
JJ
7J
]913

に
不

代

替

布

袋

な
目

的

と

す

る

債
穂

に

て

も
破

産

債

稽
r
QJ
匁

り

得

る

が

如

-

主
張

す
｡

(註
二

)

J

aeger
a
a
0
;
V
cigt
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d
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K
onk
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47f;
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burg
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5
)
9
1
1
L
Z
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19
12
(6
J
h
r
g
)

Ⅶ
.9
2f;

(ハ
)､
債
務

者

の
作
笈

を
目
的

と
す

る
債
権

は
其
内
容

が
代
替
的
若

く
は
不
代
替

的

の
も

の
な

る
と
香

と

C

'
'
'

'
-
'
I

'
'

･
-
'
'
'

を
問

は
す
破
産

宣
告

前

の
債
務
者

の
不
履

行
に
困
り
己

に
損
害

賠
償
樺

が
生
じ

た

と
き
は
こ
れ
が
破

産

債

0

権

と
な

る
こ

と
は
固

よ
り
異
論

は
な

い

(註
こ
し

然

し
其
作
笈

を
目

的

と
す

る
債
権
が

破

産

宣
告

後
に
於

て
其
履

行
現

到
来

す

べ
き

も

の
覆

る
場
合
に

は
其

不
履

行

に
因

る
損
害
賠
償
樵

は
破
産

宣
告

後

の
不
履

行

に
因

っ
て
生
じ

た
る

も

の
で
あ

る

の
で

(瑚

駐

凱

断
言

産
債
権

と
怠

る

と
と
を
得

な

い
(琴

ご
O

勿
論

斬

る
作
麓

の
み
を
目
的

と
す
る
倍
権

は
破
産

宣
告

が
あ

つ
て
も
雛
湧
朋

は
到
遮

し

な

い
(即

ち
破

7
七
侯

の
適

用

が
な

い
)
(註
三
)
の
で
右

の
結
論

と
罷

る

の
で
あ

る
0

コ

1T
ith
n
g

一
流

(Jaeg
er
証
鐸
書
第

7
版
'

第

二
版
も
)は
作

馬
を
目
的

と
す

る
横
棒

で
も
破
産

宣
告

後

の
賂

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

兼

に
於

け

る
債
務

者

の
不
履

行
を
傑
件

と
す

る
停

止
傑
件
附
損
害

賠
償
請
求
樺

と
し
て
破
産
債
植

た

る

JJ

と
を
得

る
も

の
な

る
旨
を
主
張
す

れ

bJ
も

(註
拘
)
覇

に
も
説

明
し
た

る
が
如
-
へ前
記
(ユ
参
照
)此
場

合

の
不
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履

行

な

る

も

の
は
債
務

者

の
意

思

の
み
に

囚

つ
て
盤

ず

る
も

の
で
あ
り
､

停

止
燥
件

附
事
賓

は
無
敗

と
な

る

の
で
､

従

っ
て
債
務

者

の
作

笈

を
目

的
と
す

る
儀

膳

は
保

件
附

損
害

胎
位

請

求

樺

と
し
て

の
破

産
債

権

p
ヽ

､
ヽ
ヽ

と

は
な
ら
な

い
(註
五
).

斯
-

の
如
-
破

産

者

に
封

す

る
不
代

替

行
底

を

目
的

と
す

る
債

権

に
何

き
破

産

宣
督

後

に
於

て
破

産
者

の
不
履

行
あ

る
も
之

れ

が
篤

め
相

手
方

の
悠

め

に
破

産
債

権
盤

ぜ
ざ

る
が
故

に
相

手

方

は
破

産
法

第

七
十
傑

の
適
用

を
受

く

る

こ
と
な

-
し

て
破

産

者
に

封

し
直
接
履

行

の
請

求
を
麓

L
P

若

-

は
破

産

者

の
自
由
財

産
(破

産

宜
昏

後
破
産
者

の
取
得
し

た
る
新

財

産
)に
勤

し
強
制

執
行

を
鰐

す

こ
と

を
得

る

の
み

な
ら
ず
､

破
産

者

の
不
履

行

に
釣

る
胡

芋
方

の
損

筈
賠
償

請

求

櫨

は
強
制
和

議

の
影
響

を
受

く

る

こ
と
は
な

い
(破

三

二
六
傑
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､
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基

き

返

ヽ
ヽ
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還

の
義
務

あ

る
他
人

所

有

の
物

件

を
破

産

宣
告

後
其

手
番

中

に
於
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滅

失
若

-
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較
抗

す

る
も
之

れ
が
蔑
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'
'
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I

め
返

還
請

求
者

の
窺

め
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破
産

債
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豪
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し
な
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蓋

し

破
産

宣

告
常

時

返

送
請

求
者
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採

り
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に
取
戻

樺
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生
じ
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居
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で
あ

る
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o
然
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之
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に
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封
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意

見

を
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し

て
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燦

件
附
破

産

債

樺

を

有
す

と
主

張

す

る
聾
者
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あ

る
も
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し
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温
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取
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た

る
財
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本
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た

る

委
託

者

に
引

渡

す

JJ
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夜
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'

且
之

れ
を
破
産

事
務

中
滅

失
若

-

は
穀

揖

し
た

る
場

合

に

は
委
託

者

は
破

破
産
惜
積
の
意
義
各
論
ず

三
石

)

三
屯
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弟
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班

(
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三
八

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

度

法
第

五
十
九
援
及
び
第

四
十

七
保
第

七
親

に
依
り
財
国

債
標

を
有

せ
ざ

る
以
上

は
物

件
引
渡

行
惑

を
目

的

と
す

る
請

求
於

を
金
鰻
に
詐
慣
し
た

る
上

破
産
債
控

と
し
て
主
張
す

る

)̂
と
が
出
来

る

(註
九
)｡

何

と

I
ヽ

ヽ
ヽ

な

れ
ば
委
託

者

に
取
り
て

は

破
産
宣
告
常

時
物

件
引
渡

の
行
篤

を
目
的

と
す

る
請
求
姥

が
登

生

し

て
居

っ

1'
ヽ
ヽ
ヽ
T

l
'
ヽ
■

ヽ
p

'
L･
'
■
ヽ
ヽ

た

か
ら

で
あ

る
｡

而
し

て
此
場

合

に
於

て
委
託

者

は

引
渡
請
求
権
に
代
へ
て
損
害
の
箔
償
請
求
姥
を
破
産

債
棒

と
し

て
届

出

が
出
兼

を

い
か

と
云

ふ
に

Jaegerの
如

き
は
滑

極
説

を
携

る
棲

で
あ

る
が

(註
一
o
)､
他

の
撃

者
例

へ
ば

S
LnuI-YV
e
y
･
B

o
s
s
e
r
t

の
如

き
は
元
来

損
害

賠
償
請
求
櫨

は
其
基

衡
捧

(為

一
膝

F
irst
PLigh
t)
の
整

形

し
た

る
も

の
に
過
ぎ

ぬ

の
で
あ
る
か
ら
､

委
託
者

は
引

渡
請
求
権

の
夏

形

し
た

ろ
損
害
賠
償
請

求
膳

を

破

産
蹟
膝

と
し

て
主
張
す

る

こ
と
が
出
来

る
と
説

明
す

る

(誼
〓

)｡
要
す

る
に
本

間

の
場

合

に

JfLeger
は

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ

引
渡
請
求
捲
の
み
を
金

銭

に
評
慣
し
た
上
破

産
債
権

と
し

て
主
張

し
得

る
呂

を
説
き

S
an
vey
･Bo
ssci･t
は

損

ヽ
4
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ

ヽ

害
賠
償
請
求
姥
の
み
を
破
産
債
権

と
し
て
主

張

す
る

JJ
と
を
得

る
旨

を
説

き
l

南
軍
者

は
夫

々
各

7
万

の

I

_
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

請
求
樺

の

み
が
破

産
債

樺

と
な

る
に
過
ぎ
ざ

る
も

の
の
如
-
説

明
す

る
も
余

は
委
託
者

は
双
方

の
請
求
樺

の

1
を
選
揮

し
て
其

好
む
所

に
従
か

て
之

れ
を
破
産
債

姥

と
し
て
属
出

る

JJ
と
を
得

る
7P
の
な
り

と
思
惟

す

る
｡

何
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な
れ
ば

委

託
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は

7
方

に
於

て
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託
者

に
轡

し
破
産

宣
告

常
時
物
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引
渡
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求

む
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請
求

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

膝
を
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し
て
居
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附
損
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ヽ
ヽ
ヽ
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賠
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右

し
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で
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る
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損
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者

の
不
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麓

を
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的

と
す

る
債
腫
白

鴎

は
破
産

債
膳

と
腐

る
を
得

ざ

る
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と
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前
述

の
如

く

破
売
値
憾
崇
瓜
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を
冷
す

へ
三
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ヽ
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ヽ
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ヽ

ヽ
ヽ

で
あ

る
｡

然

し
債
務

者
た

る
破
産

者

が
破

産
宜
尊

前
不
作
笈
の
義
務
に
違

反

し
た

る
と
き

は
債
接
着

は
使

雷

の
登
用

を
警

其
属

し

た
る
-

の
を
除
却

し
得

る
を
望

(鵬

諾

四
)
其
掛
か
掛
軒

掛

か
欝

獣

と
し
て
屈
聖

つ
る
こ

と
を
揺

る
は
勿
論

債
務

者

の
義
務
違

反

の
篤

め
生

じ
た

る
損
審
賠
償

の
請

求

樺
(瑚
耶

鯛
四
)を
破
産
債

警

し

て
屈
男

る
こ

と
是

る

の
で
あ

る
｡

債
権

者

は
債
務

者

が
破
産

宣

告
警

不
仲

'
'
_
'
'

l
'

_
'

麓
義
務

の
違

反
あ

る
こ

と
を
琢
葱

L
t

除
却
萄
用

な

る
損

害
田
償
請
求

樺

を
義
務

違

反

に
繋

る
停
止

僚
件

破
産
債
樺

と
し
て
届
出

づ

る
こ

と
を
握

る
も

の
な

る
呂

を
主
張
す

る
聾
者

あ

る
も

(澗
eg(er

㌔璽
鮎

艶

4m

O

破
産
者

の
義
務

違

反
が
破
産
宣

普

後
に
葛

生
す

る
場
合

は
破
産
法
第

三
十
八
侯
弟

二
既

に
準
じ
其
義
務
違

反

に
因

る
損

害
賠
償

及
び
破
産

者

の
威

し
た

る
も

の
の
除
却
重

用

の
請
求
姥

は
之

れ
を
破
産

債
樺

と
麓

す

こ

と
を
得
な

い

(証
二
)0

○

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
_
ヽ
ヽ
ヽ

破
産

宣
普
後
英

字
璃

中

に
於

て
破
産

管
財

人
が
破

産
者

の
負
抵

す

る
債
擁

法

上

の

不
作
麓
義
務
に
護
反

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

す

る
行
惑

を
施

し
た

と
き

は
(例

へ
ぼ
南

紀
使

用
禁
止
若

-

は
建
物
建

設
費

止

の
義
務

を
責

務

す

る
破
産

者

の
義
務

に
蓮
反

し
破
産

管

財
人
が
繭
麓
を
使

用
し
若

-

は
建
物

を
建

設

し

た

る
と
き

の
如
し
真

蓮

反

せ
る

破
産
者

の
不
仲
悠

義
務

は
破
産
財

圏

の
負
務

に
於

て
損

害
賂
償
義
務

に
愛

東

(U
m
w
andeln)
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で
あ

る
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t
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此
変
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し
た

る
損
害

賠
償
請
求
桧

は
破
産

俵
樺

に
盛

る
や

と

ヽ
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ヽ
ヽ
ヽ

云

ふ
に
J
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は
的
'
五
版
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新
版
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於

て
紘
資
敵

の
誼
を

愛

東
し

て
破
産
債
妊
誼

と
唱

ふ
る

の
で
あ

る
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田
-
二位
務

者

の
債
権
法

上

の
不
作
盛
義
務

は
そ
れ
自
照
財
圏

俵
桂

の
目
的

と
な
る
も

の
に
あ

ら
ざ

る
を
払

P
h

ヽ
P
ヽ
p

'
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

て
破

産
管
財
人

の
義
務

違
反

に
伐
り
相

手
方

に

生
す

る
損

害
賠
償

の
請
求
榛

は
破

産
債
樺

と
盛

る
も

の
で

ヽ
一

ヽ
ヽ
○

あ

る
｣と

(
琴
ニ)
｡

然

し
破
産
管
財

人

の
義
務

違

反
の
行
展

は
破

産

宣

告
後

に
あ

る
も

の
で
あ

る

の
で
'

従

っ
て
此
違

反
に
基

-
損
害

賠
償
樺

は
破
産
法
弟

三
十
八
燥
菟

二
盤

の
準
用
上
破
産
債
権

と
な

る

こ
と
を
得

な

い
も

の
だ

と
解

す

る
｡
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ヽ
ヽ

J

a

e
g
e
r

は
菖

版
な

る
三
版

に
於

て
は
右
損
害

賠
償
請
求
経

は
財
圏

債
権
に
な

る
も

の
だ

と
説

明
し
.

又

之

ね
に
賛
成

す

る
聾

者
も
あ

る
が

(証
四
).
然

し

J
aeg
er
が
新
版
に
於

て
詔
む

る
が
如
-
財
国

儀
樺

説

は
不

雷

で
あ

る

(註
五
)o

何

と
な
れ
ば
債
務
者

の
債
樺
法
上

の
不
作
悠
白
鷺

は
破
産
財
団

の
目
的

と
な

ら
ざ
る

の
み
な

ら
ず
､

其

違
反

は
破
産

財
圏

に
屠

す

る
財
産

に
関

す

る
も

の
で
は
な

い
｡

従

っ
て
破
産

管

財
人

の

不
仲
-

務
違

反
に
因

る
損
害

賠
償
請
求
権

は
横
芝
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四
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酢
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破
産

管
財
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の
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し
た

る
行
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に
封
-
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生
じ

た

る
請
求
権
｣と

云
ふ
JJ
と
を
得

ざ
れ
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で
あ

る
｡

要

す

る
に
叙

上

の
損
害
鰐
倍
請
求
樺

は
破
産

倍
椎

に
も
叉
財
観

横
棒

に
も
あ
ら

ざ
る
を
以

て
横
棒
者

は

破
産
者

の
自
由
財
囲

及
び
新
取
得

の
財
産

よ
り
餅

欝

を
求
む

べ
き

で
あ

る
と
孝
鳶

破

産
者

が
破

産

管
財

ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
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の
不
雷

の
行
惑

に
因
り
責

任
を
負
獲
す

る
は
軒
で
は
あ

る
が
'

破

産
管

財

人
は
破

産
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の

法
定

代

理
人

と
も
云

ふ

べ
き
裏

梅
に
於

て
義
務
造

反

の
行
盛

を
盛

し
た
る
も

の
を
認

む
る

の
外

な
き

を
以

て
右

の
如
く

破
産
皆
様
望
温
義
を
諭
す
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四
こ

細

l



節
四
十
各

界

山
城

(
内
1
7)

讐

1

醇

す

べ
き
で
あ

る
｡

尤

も
破
産
者

は
破

産
管
財

人
義
務

違
反

に
勤

し
損
害

脂
憶

の
請
求
権

を
有
す

る
は
勿

論

で
あ

る
｡

(註

こ

F
it賢

g
Ⅶ
伊
8
6
7
5
a
eg
e
r
l
i
e

A

毛

･
野

4
'?
･
A

n
声

7
,
D

e
r
s
e
l
b
e
'j
te

A
tI･fr
S
･
410

A
n
12
J
T.

(
註

二)
加

藤

博

士

講

義

七

五

賞

も

相

貌

な

る

が

如
し

)

(
註

三

)

J
a
eg
Llr
4]
5te
A
u

fr
慨.
)07
A
n
n
】I
il
J
B
L
L
I
.

(
誌

四
)

J
:teg･ef
3t
e
A
711f7
.
S
,

5!
･
A
t)m

u
;

W
o
lfF
2

te
Å
u
n
.
覗
.
4
3
.

(設

立
)

J
rieg
er
4J
S
te
A
こ
fZ.
Ⅵ
.)
0
7.A
n
声

1
1
.
B
d
.

I
.

ヽ
ヽ
ヽ

三
'

前
述

の
如
-
破

産
鎮
樺

は
財
産

上

の
請
求
権

た

る

こ
と
を

必
要

と
す

る
が
､

然

し
債
樺

の

獲
豊
原
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因
は
破
産
俵
膳
の
適
魔
性
に
何
等
の
影
響
を
及
柊
さ
な
い
｡

左

れ
ば
其

債
樺

が

法
律
行
馬
若
-
は
不
法
行

ヽ

ヽ
ヽ

麓

に
基
-

と
.

又
は
直

接

に
法
律

に
基
-
も

の
た

る
と
否

と
を
問

は
な

い

の
み

な
ら
ず
-

又
最
後

の
分

に

竿

は
か
掛
に
基

く

と

か
掛
に
基
-

と
香

と
は
之
れ

を
悶

ふ
の
必
要

が
な

い
の
で
あ

る
(Sade.g琵
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使
癖

の
教
塵

原
因

は
法
律

行
袋
な

る
以

上

は
早
漏
行
悠

た

る
と
'

契
約

た

る
と
絡

た
又
塵
前
盛

分

た

る
と
死
後
盛

分

た

る
と
否

と
な
間

は
な

い
｡

而
し

て
債
務
者

の
死
後

塵
分

に
因
り
登
生

し
た
る
破

産
債

藤

は
債
務

者

の
死

亡
後
に
於
け

る
胡
蕎

財
産

に
封

す

る
破

産

に
関

す

る
も

の
で
あ

っ
て
.

即
ち
破

産

債
棟

者

は
相
積
財

産

に
封

す

る
破
産
手
番

に

於

て
其

梼
利

を
王
張

す

る

こ
と
が
出
乗

る

の
で
あ
る
o
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雷

事

者

の

7
方

が
第

三
者
に
射

し

て
或
紛

僻
を
麓

す

.re
き

こ
と
を
約
泰

三
者

の
悠

め
に
す

る
契

約
)し
た

る
場

合

に
於

て
英

語
約

者

の
破

産

の
場
合

に
於

て
は
其

契

約

に
因
り

て

塵
ず

る
第

三
者

の
請

求
経

は
破

産

横

棒

と

な
る

の
は
勿
論

で
あ

る
ハノ

ヽ
ヽ
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拘

､

第

三
者

が
受
益

の
意

思

を
表

示

せ

ざ

る
悠

め
籍

三
者

の
賞

め
に
す

る
契

約

に
依
り

求

だ
棒

利

を

取

得

せ

ざ

る
場

合

に

は
第

三
者

は
諾

約
着

の
破
産

に
於

て破
産

債
樺

を
主
張

す

る

こ
と
を
停
車

し

て
'

却
て

ヽ

ヽ
ヽ

誓

約
者

が
専

ら
其
捧

利

を
破

産
債

権

と
し
て
主
張

す

る

こ
と
を
綜
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S
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1
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礎

て

配

留
萌

も

要
約

者

が

取
得

し
.

第

三
者

は
之

れ
を
取
得
す

る

こ
と
は
出
釆

な

い
｡

捕

逸
に
於

て
は
p

第

三
者
に

謹

利

を

取
得

せ
し
む
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こ
と
な
く
し
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只
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三
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に
封

し

て
給

付

を
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'

'
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'
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目
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に
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三
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が

建

利

を

取

得

せ

ざ

る
と

き

は
要
約

者

は

債
務

者

の
破

産

に
於

て
専

ら
債
樺

を
主
張

す

る

こ
と
を

終

る
も
､

配
菖
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四
日

者

た

る

JJ
と

は
猫
逸
法

に
於

け

る
と
同

7
に
解
鐸

し
得

べ
き

も
配
篭

取
得
者

の
鮎

に
伸

て
は

Jaeger
の
説

と
同

T
に
論

断
す

る
こ
と
を
得
ま

い
｡

蓋

し
第

三
者

は
兼
だ
破
産

債
権

者

た
ら

ざ
る
か
ら

で

あ
る

｡

ヽ
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ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
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拘
､

反

之
第

三
者

が
受
益

の
意

思
を
表

示
し
棟
利
を
取
得
し
た

る
と
き

は
弟

三
者

及
び
要
約
者

は
共
に

破
産

偵
臆

を
有
す

る

の
で
あ

る
要

約
者

は
第

三
者
に
射

し

て
所
定

の
給

衛

と
麓
す

べ
き
こ
と
を
請

求

す

る

碓
利

を
破
産
債

権

と
す

る
)
｡

此
場

合
に

於

て
は
所
謂
連

帯
債
姥
路

傍

の
生
ぜ
ざ

る
が
故

に

(瑚

仙

舶

墾

食

詰

珊

瑚

聖

讐

嘉

及
び
要
約
者

が
債
務

者

の
破
産

に
於
て
双
方
破
産
俵
樺

を
主
張

す

る
も
配
雷

は

讐

7

着

に

支

沸

は
る

べ
き

も

の

で
あ

る
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に

笛

等

者

の

契

約
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因

り

第

三

者

の

み

が

債

桟

を
行

使

し

得

る

こ

と

む

定

む

る

托

自

由

_

し

て
､

従

っ

て

第

三

者

の

み

破

産

億

樺

を
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液

し

終

る

も

の

と

説

明
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れ

笛

銭

の

こ

4
J
bT･'

り
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氏

に

叉

第

三

者

及
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要

約
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憶
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一
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数

A
Z
し

て

統

一
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にこ
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第

三
者

の
窺

め
に
す

る
契
約

に
於

て
第

三
者

が
受
金

の
意

思
を
表

示
せ
ざ

る
以
前
~

即
ち
第

三
者

が
樺

利
を

取
得

せ
ざ
る
以
前

に
於

て
諾
約
着

た

る
債
務

者

が
破

産
し
た

る
と
き

は
第

三
者

は
破
産
債
権

を

_
'
'
'
'

'
'
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主
張
す

る
を
得
ず

し

て
､

却

て
要
約
者

の
み
が
此
椎

利
を
主
張

す
る

こ
と
が
出
凍

る

こ
と
は
前

に
述

べ
た
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然

る
に
之

れ
に
封

す
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例
外

が

あ

る
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第
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の
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に
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た
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分
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ヽ

が
諾

約

着

た

る
債

務

者

の
破

産

宣

告
前

に
撤

回
す

る

こ
と
を
得

ざ

る

に
至

り

た

る
場
合

に
第

三
者

が
未
だ

債

捧

者

と

な
ら

ざ

る
以

上

は
要

約
者

が
詰

約

着

の
破

産

に
於

て
椎

利

を
行

ふ

こ
と
誠

は

ざ

る

ミ
き

が

そ
れ

で
あ

る

(誠
一
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例

へ
ば

保
険

契
約

者
委

約
着
)が
梶
険
賓
諾

約
登

と
生
命
保

険
契
約

を
締

結

し
'

保

険

金

受

取

人
を

自
己

の
更
菖

時

は
未

だ
胎

鬼

に
し

て
出

生

せ
ざ

る
も

の
)と
定

め
た

ゐ
場

合

に
於

で
子

の

生
出

前

死

亡

し

且
其

後

保

険
者

が
破
産

の
宣

告

を
受

け
た

る

と
き

は
(即
ち
保

険

金
受
取
な

る
盛
分

が
翰

回

す

る

こ

と
能

は

ざ

る
の
献

悪

と
盛

れ
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)保
険

金
文

雄
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捧
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の
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し
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英
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生
す

る
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値
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べ
き
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で
あ
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し
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保

険

者
破

産

し

且
保
険

金
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賂

来

出
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と
盛
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な
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法
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人
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選
定
し

之
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な
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て
保

険

者

の
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産

に
封

し
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雄
請
求
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を

停
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保
障
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債
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と
し
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む
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で

あ

る

(註
二
)0

(註

一

)

J
a
e
g
e
r
,
4
]
5
Le
A
t]fL
Ⅵ
1
1
2
6
A

n
n
1
4
6
7
P
eterB
e
管

内
iein
Fcこ
er
S
,
?'1
N
r
.
1
6

,

(註
ニ

)

J
a
eg
e
c
a

a
O
･
猫

逸

に
於

て

に

艮

弦
第

三

三

一
傍
､

第
二

一
七

九

健

等

の

如

き
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あ
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き
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定
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岡
第

1
九

一
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傑
'

第

1
九

一
三
傑

等

り
如

き

規
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の

あ

る
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文
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輝
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易

に

出

来

る
評

で

あ

る
｡
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'
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(讐
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不
法

行
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に

因

る
債
槽

が
破

産
債

権

と
罵

る
や
膏

や

に
備
て
研
究

す

べ
き

も

の
が
あ

る
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被
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破
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械
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論
ず
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六

が

加
害

者

の
身
鰹

に
封

し
傷
害

を
加

へ
た

る
場

合

に
於

て
は
被

害

者

に
損

害
賠

償
請

求
権

生

じ
b

其

後

に

於

て
被

害

者
死

亡

し
た

る
と
き

は
該
請

求
樺

は
其

相
唐

人

に
移
増

す

る

こ
と

は
凶

よ
り
論

な

き
所

な

れ
ば

被

等
者

の
死
亡

後

加
害
者
破
産

し
た

乙

と

き

に
は
被

害
者

の
祁
預

入
が
損
害

賠

偵
請

求
樺

を
破
産

横
棒

と

O
o

し

て
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出
づ

る

こ
と
を
得

る
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の
な

い
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で
あ

る
｡
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に
被

害

者
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竃
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即

時

死

亡

し
た

と

き

は
相
唐

人

に
損

審

賠
償
請

求
樺

あ
り

や
､

従

っ
て
相
唐

人

に
於

て
破
産

債

権

を
有

す

る
や
否

や
が

疑

問

で
あ

る
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命
権
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の
も

の
を
佼

害

さ
れ

た
易

合

に
は
被

害

者

は
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に

死
亡

し

て
権
利

玉

髄

に
あ
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ざ

る
が
故

に
損
害

賠

償
請
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権
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す

る
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流
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を
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ざ
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鳩
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時
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か
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拘
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損
害
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償
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求
権
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生
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従
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る

を
以

て
(墾

別

棚

鯛

紺

縄

諾

完

臥

脱

ト
)
祁
籍

人

は
被

ヽ

P
ヽ

ヽ

l
ヽ

ヽ

相
稽

人

の
死

亡

に
基

-

損

害
賠

償
請

求
姥

を

加
害

者

の
破

産

に
於

て
破
産

債
雄

と
し

て
属
出

づ

る
こ

と

を

ヽ
ヽ

ヽ

得

る
も

の
で
あ

る
｡

勿

論
祁

頴

の
目
的

た

る
損

害

賠
償

請
求
樺

は
被

害
者

の
身
醍

傷

害

に

拘

る

慰

藷

料

雷

merZeng
el･d
)
の
請

求
権

を

も
含

む

の
で

(琶

従

っ

て
此
請

求
柊

も
破
産

晴
雄

と
な

る

の
で
あ

る
(E
elteeii;Sef:1:
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(註
)

石

坂

博

士

文

法

丸

巻

抑

携

一

一

二

貰
p

加

藤

博

士

沫

協

三

四

巷

六

戟

四

七

真

以

下
p

毛

戸

博

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

士

京

法

九

番

五

波

1

一
八

賓

の
如

し
｡

然

る

に二

大

正

二

年

十

月

二
十

日

の

大
審
院
判
決
(十
九

輯

九

一
〇
貰

以

下
)

O

に

慰

籍

料

と

し
て

の
親

書

賠

償

請

求

桟

に
乾

害

者

が

請

求

す

る

の
意

思

な

表

示

せ

ず

し

て

死

亡

L

i1
と
き

に
に

其

賠

償

請

求

樽

にi
相

嬉

人

之

な

承
機

す

べ
き

も

の

tこ

あ

ら

ず

と

言

渡

し

ilo

前

記

博

士

等

に

之

れ

な

寂

し

㌣
｡

ヽ

ヽ

(ハ)p
公
法
に
基

封
す

る
横
棒

も
亦
破
産

横
樺

と
,な
る
o

例

へ
ぼ
嘱

託
人

に
封

す

る
公
認
人

の
手
数

料
及

び

立
替
金
等

の
請
求
権

の
如

き

で
あ

る
｡

左
れ

ぼ
嘱
託
人

が
破

産

す
れ

ば

公
泣

入

は
其

請
求
権

を
破
産
債

樺

と
し

て
届
出

づ

る
こ

と
を
得

る

の
で
あ

る
0

執
達

吏

の
委
託

者

に
封
す

る
手
数
料

及
び
立
替

金
等

の
請

求
雄

も

亦
然

る

べ

し
｡

囲
'

問

題

は
国

威

徴
収

法

文

は
国
税

徴
収

の
例

に
依
り
徴
収

す

る

こ

と
を
得

べ
き
商

家
其

他

の
公
法
人

■
ヽ
ヽ

ヽ
■
ヽ
ヽ
ヽ

の
請
求
経

例

へ
ぼ

公
租

公
課

の
請

求
榛

の
如

き

は
破

産

債
権

と
盛

る
や
否

や

で
あ

る
｡

蛮

法
時
代

に
於

て

は
破
産

宣
告

前

に
於

け

る

公
租

公
課

の
請
求
樺

は
破

産
債
権

と
罵

る
も

の
な
り

と

の
大
審
院

の
判
例

あ
り
､

叉
之

れ

に
封

す

る
聾

者

の
意
見

も
あ

つ
た

が

(註
こ

｡

現

行
法

の
下

に
於

て
陪
観
我

徴
収

法
文

は
国

務
徴

ヽ

l
ヽ
ヽ

収

の
例

に

倣
り
徴
収

す

る
を
得

べ
き

公
租

公
課

の
請

求
樺

は
破
産
債

雄

と
窺

さ

ざ

る
も

の
と
酵
す

る
を
正

常

と
す

る
.

蓋

し
我

現
行
法

に
依

れ

ば
該
請

求
倍

は
破

産

宣
告

の
前

後

に
登

生

し

た

る

と
否

と

の
区
別

夜

破
産
債
権
の
意
義
在
諭
す

(拭
七
)

四
七



第
四
十
合

第
一
窮

(四
八
)

四
八

く
絶

て
財
圏

横
棒

た

る
こ

と
な
き

の
み
な
ら

ず
(破

四

七

鰭

二
撃

｡

破

産

財
団

に
属

す

る
財

産

に
射

し
観

税
徴

収
法

文

は
図

説

徴

収

の
例

に
伐

る
滞

納

虚

分

を
笈

し
た

る
場

合

に
於

て
其

彪
分

は
破

産

宣
告

に
依
り

其

譲

行

を
妨

げ

ら

る

る
こ

と
な
き

も

の
な

る

よ
-
(破

七

1
傑

一
項
)
推
考

す

る
と
き

は

右
請

求
権

は
破

産

手
番

に
依

ら

ず

し

て
粥

酉

を
受
け

得

べ
き

も

の
な
る
こ

と
明
白

で
あ
り
､

従

っ
て
破

産

債
権

に
あ

ら

ざ

る

も

の
な

る
こ

と
も
亦

明
瞭

で
あ

る

(琴

l)｡

而

し

て
徴
収
者

が
破

産
債

権

よ
り

も
優
発
樺

あ

る
財
産

債
櫨

ヽ

ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

の
時

桂

を

難
業

す

る

JJ
と

は
違
法

で
あ

る

の
で
優

先
樺

を
地
業

し

て
破

産
債

棒

と
筋

す

こ

と
も

出
兼

な

S

の
で
あ

る
｡

(註

こ

大

正

三
年

六

月

三

十

日

大

審

院

決

定
(二
十

輯

五

六

二
京

以

下
)はェ
積

極

説

を

探

る
｡

加

藤

博

士
‥研

究

二

審

二
八

1
貢

以

下
､

同

三

番

三

三

1
賀

以

下
)'

市

村

博

士
(京

法

十

巻

l
五

二
貢

以
下
)

に

之

れ

.1こ

賛

同

せ

ら

れ
｡

経

本

博

士
(判

例

批

評

銀

二
番

二
〇

五

京

以

下
)に

反

射

の
読

む

採

ら
れ

㌣

り
0

常

時

余

に

経

本

博

士

[:り
説

に
賛

成

し
iiへ拙

著

訴

訟

託
鉄

破

産

の
部

二

五

貢

以

下
)0

(
註

ニ
)

猫

逸

.HJ
明

文

を

以

て

公

課

公

租

の
あ

る

も
の
む

破

産

債

横

と

定

む
(
猫

破

六

一
健

一
二
一
戟
)o

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

拘
.

訴

訟
壁

里

Processk
.stem)は
裁

判
所

及

び
執

達

吏
等

の
手
数
料

及

び
立
替

金
並

に

菖

覇
者

の
直

接

支

出

し

た

る
其

他

の
費

用

P
r.cess
-qufwan
d)
を
包
含

す

る
も

の
で
あ

っ
て
.

敗
訴

者
が
之

れ

を
負
拾

す

る
こ

と

を
原
則

と
す

る
(民

訴

七

二
保

以

下
)｡

而

し

て
訴
訟
竃

用

の
員
清

は

公
法

た

る
民
事

訴

訟

法

に
基

く

と
云

ふ

べ
き

も

の
で
あ

っ
て
~

私
法

関

係

の
も

の
で

は

な

い
｡



'.

■
ヽ
-
1
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

破

産
宣
告
前

に
己
に
破
産
者

の
負
按

と
曜
足
し
た

る
訴

訟
葛

用
(民
訴

八
四
族
以

下
に
依

る
襲

用

祇
鑑
定0

決
定

の
確
定

し

売

る
も

の
)の
請
求
樺

は
破

産
俵
雄

た

る
こ
と
は
疑

は
な

S
(誼
こ
o

然

る
に
破
産
宣

告
前

P
'
ヽ
ヽ

P
ヽ
ヽ

に
訴

訟
が

終
了
し
且
訴

訟
費

用
負
湊

の
言
渡
が
あ

つ
て
も

破
産

立
合
菖
時
英
資

用
事

の
碇
定

せ
ざ
る
も

の

か
か

か
｡

例

へ
ぼ
求

だ
費

用
覇
権
定

の
決
定

-

か
又

あ

つ
て
も
即
時
抗
冨

り

た

る
-

(鮎

細

警

)

其

決
定

が
碇
定

せ
ざ
る
が
如

き
場
合
で
あ

る
｡

斯

る
場

合
に
於
け

る
勝
訴

者

の
訴

訟
葛

用
餅
酉

の
請
求
樺

は
只
峯

に
其
覇

の
確
定

せ
ざ
る
も

の
に
過
ぎ

ざ

る
も

の
で
あ

る

の
で
､

若

し
敗
訴

者
が
破
産

宣
告

を
受

け

ヽ
ヽ
ヽ

た
場

合

に
は
勝
訴

者
は
破

産
法
第

二
十

二
煤

に
従
か
破
産
宣
告

富
時

に
於

け

る
訴

訟
襲
用

の
評
倍
額

を
破

産
債

姥
覇

と
し

て
属
出
づ

る

こ

と
を
得

る

の
で
あ

る
｡

○

破
産
宣
告
前

よ
り
破

産

者

に
封
し
て
又

は
破
産
者

の
麓

め

に
鳩
頼

せ
る
訴

訟
を
破
産
宣
告

後

破
産

管
財

ヽ
ヽ

人

に
於

て
受
鳴

し
た

る
場
合

に
於

て
(磯

六
九

憶
)
破
産
管
財

人

が
敗
訴

し
た

と
き

は
相

手
方

は
自

己
の
餅

l
ヽ
ヽ
ヽ

酒

を
受
-

べ
き
訴

訟
費
用
請

求
蛙

を
財
寓

債
権

と
し
て
主
張

す

る
こ
と
を
得

る
も

の
で
あ

る

(註
ニ
).

蓋

0

し
其
訴

訟
費

用

は
破

産
宣
昏

後
に
生
じ

た

る
も

の
の
総

て
は
管
財

人

の
財
圏

に
関

す

る
管
理

行
馬

に
因

っ

ヽ
y
'
ヽ

ヽ
_

ヽ
ヽ
ヽ
'

て
生
じ

た

る
も

の
で
あ

る
か
ら

で
あ

る
(破

鞘

七
健

三
携
)
尤

も
破
産
宣
告
前

に
生
じ
た

る
分

は
保
障
附
破

産

債
膳

と
な

る
(訴
訟
壁
用
曜
定
決

定
を
傑
件

と
す

る
)
O

反
之
破
産
管
財
人

の
勝

訴

し
た

と
き
に

は
相

手
方

よ
り
其
研

磨

を
受
-

べ
き
訴

訟
費
用

は
破
産

財
圏

の
中

に
組

入
れ
ら

る

べ
き

で
あ
る
.

破
産
債
権
望
息
義
を
諭
す

(四
九
)

四
九



第
四
す
巻

第
)
幼

(
五
〇)

五
〇

rJ
l･

x

問
題

は
破

産
宣

告
前

よ
り
破

産
者

の
爵

め
に
叉
は
之
れ

に
封
し
て
穏
頼

せ
る
訴

訟
を
破

産
宣
昏

後
に
於

J.
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
,P
ヽ

J_
ヽ
､

-
▼
ヽ
ヽ

P
､
ヽ

て
管
財

人
が

受
服
せ
ざ
る
場
合
に
於
け
る
訴
訟
壁
用
請
求
薩

は
破

産
債
樺

と
な

る
や
否

や
で
あ

る
0

破
産

t
ヽ

ヽ
l
■
ヽ
ヽ
-

ヽ

■
~

ヽ
ヽ

宣

告
常

時
ま
で
に
生
じ
た
る
訴
訟
凝

fH

の
請
求
建

だ
け
が
破
産
債
権

と
な
り
'

そ
れ

以
後
に
生
じ
た

る
訴

訟
輩

用

に
酎

す

る
請
求
腔

は
破
産
俵
植

と
な
ら
な

い
と
の
説
が

あ

る

(箪
二
)｡

尤

も
此
説

で
も
其
訴

訟

が

破
産
宣
告
常
時

に
於

て
は
破
産
者

の
敗
訴

と

な

る
や
否

や
は
未

定

で
あ
り

且
其
訴

訟
農
相
顔

は
訴

訟
登
用

街

の
決
定
に

依

っ
て
定
ま

る
も

の
で
あ
る
か
ら
.

其

壁
用
中
破

産
宣
告
雷

特
恵

で

の
分

は
破
産

者

の
敗
訴

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

A
_
'
ヽ

ヽ
･
ヽ
..

従

っ
て
叉
其
訴

訟
蛍

用
薪
決
定

の
確
定
を

停
止

傑
件

と
す

る
候
件
附
破
産
債
雄

と
盛

る
も

の
な
-

と
云

ふ

'
'
J?
'

'
'

の
で
あ
る

(註
四
)∩.

反
之
訴
訟
費
用

は
破

産
立
番
篭

時

の
分
及

び
其

後

の
分
ま

で
を
も
絶

て
修
件
附
破
産

債
健

と
な

る
も

の
な
-

と

の
誼
も

あ

る

(註
立
)
Jj

印

も
民
事
訴

訟
法

第

七
十

二
保

に
依

る
偶

々
の
糞
用
請

求
権

は
餐
用
を
惹
起

す

る
個

々
の
行
馬

の
活

動

に
因
り

生
す

る
も

の
で
あ
る

の
で
.

訴
訟
費
用
中
破
産

宜

督
常
時
ま
で

の
も

の
の
み
が
傑
件
附
破
産
横

倍

と
な

る
も

の
な
り

と

の
説

を
夏
雷

と
信

す

る

(撃

ハ
)O

偵

こ
れ

に
は
後

に
説

明

す

る
如
く
破

産
盾
棟

と
な

る

に
は
破
産

宣
告
富

時

ま

で
に
蓉
生

し
た

る
も

の
覆

る
こ

と
を
要

す

と
云

ふ
要

件

の
存
す

る
こ

と
を
前

提

と
し
て
論

す

る
の
で
あ

る
｡

H
et
1m
ar111
教

授

は
扉

訟
電

用

の
計
算

は
個

々
の
訴

訟

行
盛

に
因
り

区
別

す

べ
き
も

の
に
あ
ら

ざ

る
の
み
な
ら
ず
訴

訟
数
用
を
惹

起

す

る

行
盛

は
訴
訟
菖

事
者

の
行
搭

及
ひ
裁
判
所

の
行
詰
を
も
包
含

し
て
居

る
か
ら
宣
告

の
前
後
共

1
切

の
訴

訟



壁

用

請

求
樺

が

傑
件

附
破

産

債
権

と

な

る
も

の
な

る
鼻

を
主

張

す

る
も

此
説

は
雷
ら

な

い
o

蓋

し
訴

訟
費

用
確

定
決

定
は
裁
判

所

の
施

す
所

で

且
其
襲

用

を
惹

起

す

る
行
篤

は
濁
り
祭
事

者

の
行
窺

の
み

に
限
ら

ざ

る

こ
と
は
教

授

所
論

の
如
-

な

る

べ
き

も
訴

訟
費

用

は
確

定
決

定

に
依
り
破

産

宣
告

前

後

の
養

生

の
分

'[)

否
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